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Ⅳ 平成２８年度 埼玉県がん教育推進連絡協議会について 

 

平成２８年度「がん教育推進連絡協議会」設置要綱 

（設置） 

第１条 学校におけるがん教育の充実を図るため、「がん教育推進連絡協議会」（以下「協

議会」という。）を設置する。 

 

（事業） 

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事業を所掌する。   

（1）がんの教育総合支援事業を推進するための支援体制の協議、検討 

（2）がんの教育総合支援事業を推進するために係るその他の取組 

  

（組織） 

第３条 協議会は、別表に掲げる委員をもって構成する。 

２ 協議会に委員長を置き、埼玉県教育局県立学校部保健体育課長をもって充てる。 

３ 協議会に副委員長を置き、委員の中から互選する。 

 

（運営） 

第４条 委員長は、協議会を総括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

   

（任期） 

第５条 委員の任期は、平成２９年２月２８日までとする。 

 

（会議） 

第６条 委員長は、協議会を招集し、議長を務めるものとする。 

２ 委員長が必要と認めるときは、別表に掲げる者以外の県及び市町村等、関係機関の職

員の出席を要請することができる。 

 

（事務局） 

第７条 協議会は、会務を処理するために、事務局を埼玉県教育局県立学校部保健体育課

内に置く。 

 

（経費） 

第８条 協議会の経費は文部科学省から交付される委託経費をもって充てる。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定めるものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２８年７月８日から施行する。 
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別 表（第３条関係） 委員 

 

学識経験者 

医師 

がん経験者 

疾病対策課副課長 

校長 

教諭 

養護教諭 

市町村教育委員会指導主事 

保健体育課長 

保健体育課主席指導主事 
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平成２８年度 「がんの教育総合支援事業」 がん教育推進連絡協議会 名簿 

 推薦団体･推薦関係課・教育委員会 氏  名 職 名 所   属 

1 埼玉大学 七木田文彦 准教授 埼玉大学教育学部 

2 一般社団法人 埼玉県医師会 新藤  健 常任理事 新藤医院  

3 がん専門医 儀賀 理暁 准教授 埼玉医科大学総合医療センター 

4 がん経験者 近藤 明美 社会保険労務士 近藤社会保険労務士事務所

5 埼玉県小学校長会 森澤  清 校長 坂戸市立坂戸小学校 

6 埼玉県中学校長会 八木原 利幸 校長 鶴ヶ島市立南中学校 

7 埼玉県高等学校長協会 平井 厚志 校長 県立誠和福祉高等学校 

8 埼玉県小学校体育連盟 馬場 久美子 主幹教諭 行田市立中央小学校 

9 埼玉県中学校体育連盟  佐野 秀行 教諭 川口市立在家中学校 

10 埼玉県高等学校保健体育研究会 中本 雅子 教諭 県立熊谷農業高等学校 

11 埼玉県養護教員会 永島 志乃 養護教諭 久喜市立菖蒲中学校 

12 埼玉県養護教員会 飯田 具子 養護教諭 県立浦和高等学校 

13 授業研究校代表（小学校） 杉山 賢次 指導主事 鴻巣市教育委員会学校支援課

14 授業研究会代表（中学校） 藤井 邦之 指導主事 三郷市教育委員会指導課 

15 授業研究会代表（高等学校） 根岸 怜子 教諭 県立日高高等学校 

16 県保健医療部疾病対策課 芦村 達哉 副課長 県保健医療部疾病対策課 

17 県立学校部保健体育課 加賀谷貴彦 課長 県教育局県立学校部保健体育課 

18 県立学校部保健体育課 石川 泰成 主席指導主事 県教育局県立学校部保健体育課 

平成２８年度 がん教育授業検討委員会 名簿 

○小学校、中学校、高等学校において、がんの教育を具体的に展開するための内容等を検討する。

 氏  名 職 名 所   属 

1 埼玉大学 七木田 文彦 准教授 埼玉大学教育学部 

2 がん専門医 儀賀 理暁 准教授 埼玉医科大学総合医療センター

3 埼玉県小学校体育連盟 馬場 久美子 主幹教諭 行田市立中央小学校 

4 埼玉県中学校体育連盟  佐野 秀行 教諭 川口市立在家中学校 

5 埼玉県高等学校保健体育研究会 中本 雅子 教諭 県立熊谷農業高等学校 

6 埼玉県養護教員会 永島 志乃 養護教諭 久喜市立菖蒲中学校 

7 埼玉県養護教員会 飯田 具子 養護教諭 県立浦和高等学校 

8 授業研究校代表（小学校） 杉山 賢次 指導主事 鴻巣市教育委員会学校支援課

9 授業研究校代表（中学校） 藤井 邦之 指導主事 三郷市教育委員会指導課 

10 授業研究者（小学校） 堀  祐介 教諭 鴻巣市立鴻巣南小学校 

11 授業研究者（中学校） 菅野 恒典 教諭 三郷市立早稲田中学校 

12 授業研究者（高等学校） 根岸 怜子 教諭 県立日高高等学校 


